
６ 夏の交通安全運動の実施

長距離は ひといきついて 心にゆとりとやさしさを

夏の交通安全運動は７月 日（日）から 日（火）の 日間実施され、運動重点は13 22 10
⑴ 飲酒運転の根絶

⑵ 自転車利用時のヘルメット着用と自転車・バイクの交通事故防止

⑶ スピードダウンと全席シートベルト着用の徹底

⑷ こどもを始めとする歩行者の安全確保と高齢運転者の交通事故防止

となります。
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